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開会 午前１０時００分 

○議長（阿部 寛治） おはようございます。 

  本日は、全員出席で開議は成立いたします。 

  ただいまから「平成３０年第１回篠栗町議会臨時会」を開会いたします。 

  これより、本日の会議を開きます。 

  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則１２０条の規定により、議長において、２番 田辺 

弘之 議員、３番 栗須 信治 議員を指名いたします。 

  日程第２、会期の決定の件を議題といたします。 

  お諮りします。 

  本臨時会の会期は、本日２月６日の１日間にしたいと思いますが、これにご異議

ありませんか。 

  異議なしと認めます。 

  よって、会期は本日１日間に決定いたしました。 

  日程第３、議案の上程をいたします。 

  本臨時会に提出されております議案は、議案第１号から議案第８号までの計８議

案でございます。 

  それでは、議案第１号から議案第８号を一括議題といたします。 

  町長に一括して提案理由の説明を求めます。 

  三浦町長。 

○町長（三浦 正） おはようございます。 

  本日、平成３０年第１回の臨時会を招集いたしましたところ、この冬一番の冷え

込みが続く中、また公私ともご多忙の中、ご出席賜り誠にありがとうございます。 

  それでは、本臨時会に提案しております議案第１号から議案第８号までの８議案

についての説明をいたします。 

  議案第１号は、「専決処分の承認を求めることについて（専決第６号）」であり

ます。 

  本議案は、地方税法施行規則の一部を改正する省令が平成２９年１２月１８日に

公布され、平成３０年１月１日から施行されること等に伴い、篠栗町税条例の一部

を改正する必要が生じ、地方自治法第１７９条第１項の規定により、専決処分を行

いましたので、同条第３項の規定によりこれを報告し承認を求めるものでございま

す。 
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  改正の主な内容は、燃費性能に応じて３段階に軽自動車税率を軽減する、いわゆ

るグリーン化特例について、平成３１年度までの適用期限とするものであります。 

  議案第２号は、「篠栗町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条

例の制定について」であります。 

  本議案は、平成２９年８月８日の人事院の給与改定に関する報告に伴い、国に準

じた措置を講じるため、関係条例の一部を改正するものであります。 

  改正の主な内容は、一般職の給料表について、民間給与との較差を埋めるため、

給料月額を平均０.２％引き上げるものであります。 

  また、民間の支給状況を踏まえ、一般職の勤勉手当について、０.１月分を引き

上げるとともに、特別職及び議員の期末手当について、それぞれ０.０５月分引き

上げるものであります。 

  議案第３号は、「工事請負契約の締結について」であります。 

  本議案は、篠栗北地区産業団地造成工事を若築建設株式会社 福岡支店 支店長 

馬渡 俊裕と、契約金額２０億５,８３１万５,３００円で契約を締結することにつ

いて、地方自治法第９６条第１項第５号の規定により、議会の議決を求めるもので

あります。 

  議案第４号から議案第８号までの５議案は、人事院の給与改定に関する勧告に伴

い、人件費を増額補正するものであります。 

  議案第４号は、「平成２９年度篠栗町一般会計補正予算（第５号）について」で

あります。 

  本議案は、人事院勧告により国に準じた措置を講じるため予算を補正するもので、

歳入歳出予算の総額にそれぞれ８７４万６,０００円を追加し、歳入歳出予算の総

額をそれぞれ９９億３,４７８万９,０００円とするものであります。 

  歳入につきましては、普通交付税を８７４万６,０００円追加するものでありま

す。 

  歳出につきましては、人件費といたしまして８７４万６,０００円を追加するも

のであります。 

  議案第５号は、「平成２９年度篠栗町国民健康保険特別会計補正予算（第５号）

について」であります。歳入歳出それぞれ２３万４,０００円を追加し、歳入歳出

予算の総額をそれぞれ３９億６,６７５万７,０００円とするものであります。 

  議案第６号は、「平成２９年度篠栗町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３

号）について」であります。歳入歳出それぞれ１７万９,０００円を追加し、歳入
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歳出予算の総額をそれぞれ４億１,７１７万３,０００円とするものであります。 

  議案第７号は、「平成２９年度篠栗町流域関連公共下水道事業会計補正予算（第

３号）について」であります。第３条予算の支出に２７万８,０００円を追加し、

第３条予算の支出総額を８億２,３０６万円とするものであります。 

  議案第８号は、「平成２９年度篠栗町水道事業会計補正予算（第３号）につい

て」であります。第３条予算の支出に３４万８,０００円を追加し、第３条予算の

支出総額を５億３５０万２,０００円とするものであります。 

  以上が、本臨時会に提案いたしました議案の提案理由であります。 

  慎重審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの提案理由の説明に対し、大綱質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  ないようですので、質疑を終わります。 

  日程第４、議案の委員会付託についてを議題といたします。 

  議案第１号から議案第８号までの議案を一括議題といたします。 

  お諮りします。 

  本日、上程されました議案の委員会付託については、議案付託表のとおり、議案

第１号から議案第３号までにつきましては、所管の総務建設常任委員会に付託し、

議案第４号から議案第８号までの補正予算につきましては、議長除く１１人で構成

する予算特別委員会を設置し、これに付託したいと思います。 

  これに、ご異議ありませんか。 

  異議なしと認めます。 

  よって、そのように付託することに決定いたしました。 

  なお、予算特別委員会の正副委員長については、申し合わせにより、委員長は、

６番 今長谷 武和 議員、副委員長は、５番 村瀨 敬太郎 議員です。 

  それでは、この条例審査を先に行いますので、総務建設常任委員会の方は、直ち

に委員会室にお集まりください。 

  終了後、引き続き予算特別委員会を全協室にて行いますので、ほかの皆様は全協

室で待機をお願いいたします。 

  では、本会議を暫時休止します。 

休止 午前１０時０８分 

再開 午前１２時０８分  

○議長（阿部 寛治） 本会議を再開いたします。 
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  日程に従い、採決を行います。 

  日程第５、議案第１号「専決処分の承認を求めることについて（専決第６号）」

〔篠栗町税条例の一部を改正する条例の制定について〕を議題といたします。 

  本案は、総務建設常任委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めま

す。 

  村瀨委員長。 

○総務建設常任委員長（村瀨 敬太郎） 報告いたします。 

  議案第１号「専決処分の承認を求めることについて（専決第６号）」 

〔篠栗町税条例の一部を改正する条例の制定について〕 

  本議案は、地方自治法第１７９条第１項の規定により、篠栗町税条例の一部を改

正する条例の制定について専決処分がなされたので、同条第３項の規定により議会

の承認を求められたものであります。 

  改正の主な内容は、地方税法施行規則の改正に伴い、関係規定を整備するため、

本条例の一部を改正するもので、施行期日は平成３０年１月１日であります。 

  また、軽自動車税について、燃費性能により段階的に税負担を軽減する制度、い

わゆるグリーン化特例を平成３１年度まで適用期限を延長することに対応し、条例

の整備を行うもので、施行期日は平成３１年１０月１日であります。 

  当委員会において、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり可決いたしておりま

す。 

  以上、報告を終わります。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  次に、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は、承認です。 

  本案を委員長報告のとおり決定することに賛成の方は、ご起立願います。 

  全員賛成と認めます。 

  よって、議案第１号は、委員長報告のとおり承認することに決定いたしました。 

  日程第６、議案第２号「篠栗町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正

する条例の制定について」を議題といたします。 
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  本案も総務建設常任委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

  村瀨委員長。 

○総務建設常任委員長（村瀨 敬太郎） 報告いたします。 

  議案第２号「篠栗町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の

制定について」 

本議案は、平成２９年８月８日の人事院勧告に伴い、国に準じた措置を講じるた

め、本条例の一部改正について議会の議決を求められたものであります。 

  改正の内容は、 

１、一般職給料表について、民間給与との較差を埋めるため、給料月額を平均約

０.２％引き上げるもの。 

  ２、一般職勤勉手当について、民間の支給状況等を踏まえ、０.１０月引き上げ

るもの。 

  ３、特別職期末手当について、０.０５月引き上げるもの。 

  ４、議員期末手当について、０.０５月引き上げるもの。 

  以上４点については、平成２９年４月１日に遡って適用されます。 

  その他、現給保障及び特定職員減額措置が平成３０年３月３１日をもって廃止さ

れます。 

  また、平成２７年４月１日に１号抑制された昇給を、平成３０年４月１日におい

て３７歳に満たない職員に限り、号俸を同日１号俸上位に調整します。 

  当委員会において、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり可決いたしておりま

す。 

  以上、報告を終わります。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  次に、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  ないようですので討論を終結し、ただいまより採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は、可決です。 

  本案を委員長報告のとおり可決することに賛成の方は、ご起立願います。 

  全員賛成と認めます。 

  よって、議案第２号は、委員長報告のとおり可決されました。 
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  日程第７、議案第３号「工事請負契約の締結について」〔篠栗北地区産業団地造

成工事〕を議題といたします。 

  本案も総務建設常任委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

  はい、村瀨委員長。 

○総務建設常任委員長（村瀨 敬太郎） 報告いたします。 

  議案第３号「工事請負契約の締結について」〔篠栗北地区産業団地造成工事〕 

  本議案は、篠栗北地区産業団地造成工事について、請負契約を締結するため、地

方自治法第９６条第１項第５号の規定に基づき、議会の議決を求められたものであ

ります。 

  本契約は、指名競争入札により、取引にかかる消費税等を含む契約金額２０億５,

８３１万５,３００円で、福岡市博多区博多駅東１丁目１３番９号 若築建設株式

会社 福岡支店 支店長 馬渡 俊裕 と契約を締結するものであります。 

  工事概要は、篠栗北地区産業団地開発に伴う造成工事で、契約期間は平成３１年

９月３０日までであります。 

  委員会の中で事業の詳細な説明を求める意見が出され、また、全議員への進捗状

況等を報告した後に、採決をした方がよいとの動議が出され、全議員で説明を先に

受けております。 

  当委員会において、再度審議の結果、全員賛成にて原案のとおり可決いたしてお

ります。 

  以上、報告を終わります。 

○議長（阿部 寛治） 委員長、地方自治法第９６条を６９条と言われましたので、

そのとおりしかえときますね。 

  ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  次に、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は、可決です。 

  本案を委員長報告のとおり決定することに賛成の方は、ご起立願います。 

  全員賛成と認めます。 

  よって、議案第３号は、委員長報告のとおり可決されました。 
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  日程第８、議案第４号「平成２９年度篠栗町一般会計補正予算（第５号）につい

て」を議題といたします。 

  本案は、予算特別委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

  今長谷委員長。 

○予算特別委員長（今長谷 武和） 報告いたします。 

  議案第４号「平成２９年度篠栗町一般会計補正予算（第５号）について」 

  本議案は、既定の額に歳入歳出それぞれ８７４万６,０００円を追加補正し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ９９億３,４７８万９,０００円とするもので

あります。 

  歳出につきましては、人事院勧告に基づきます人件費８７４万６,０００円を追

加するものであります。 

  歳入につきましては、地方交付税のうち普通交付税８７４万６,０００円を増額

補正するものです。 

  当委員会において、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり可決いたしておりま

す。 

  以上、報告を終わります。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  次に、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は、可決です。 

  本案を委員長報告のとおり決定することに賛成の方は、ご起立願います。 

  全員賛成と認めます。 

  よって、議案第４号は、委員長報告のとおり可決されました。 

  日程第９、議案第５号「平成２９年度篠栗町国民健康保険特別会計補正予算（第

５号）について」を議題といたします。 

  本案も予算特別委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

  今長谷委員長。 

○予算特別委員長（今長谷 武和） 報告いたします。 

  議案第５号「平成２９年度篠栗町国民健康保険特別会計補正予算（第５号）につ
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いて」 

  本議案は、平成２９年度篠栗町国民健康保険特別会計予算に、歳入歳出それぞれ

２３万４,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３９億６,６

７５万７,０００円とするものです。 

  歳出では、人事院勧告に伴う人件費補正２３万４,０００円を追加するもので、

歳入では、職員給与費等繰入金を同額計上するものです。 

  当委員会において、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり可決いたしておりま

す。 

  以上、報告を終わります。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  次に、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は、可決です。 

  本案を委員長報告のとおり決定することに賛成の方は、ご起立願います。 

  全員賛成と認めます。 

  よって、議案第５号は、委員長報告のとおり可決されました。 

  日程第１０、議案第６号「平成２９年度篠栗町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第３号）について」を議題といたします。 

  本案も予算特別委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

  今長谷委員長。 

○予算特別委員長（今長谷 武和） 報告いたします。 

  議案第６号「平成２９年度篠栗町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）に

ついて」 

  本議案は、平成２９年度篠栗町後期高齢者医療特別会計予算に、歳入歳出それぞ

れ１７万９,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４億１,７

１７万３,０００円とするものです。 

  歳出では、人事院勧告に伴う人件費補正１７万９,０００円を追加するもので、

歳入では、事務費繰入金を同額計上するものです。 

  当委員会において、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり可決いたしておりま
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す。 

  以上、報告を終わります。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  次に、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は、可決です。 

  本案を委員長報告のとおり決定することに賛成の方は、ご起立願います。 

  全員賛成と認めます。 

  よって、議案第６号は、委員長報告のとおり可決されました。 

  日程第１１、議案第７号「平成２９年度篠栗町流域関連公共下水道事業会計補正

予算（第３号）について」を議題といたします。 

  本案も予算特別委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

  今長谷委員長。 

○予算特別委員長（今長谷 武和） 報告いたします。 

  議案第７号「平成２９年度篠栗町流域関連公共下水道事業会計補正予算（第３

号）について」 

  本議案は、既決の予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額に、人件費の

補正に伴い、収益的支出２７万８,０００円を増額し、収益的支出の予定額を８億

２,３０６万円とするもので、収益的支出額に対し２,３３０万９,０００円の黒字

予算とするものです。 

  当委員会において、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり可決いたしておりま

す。 

  以上、報告を終わります。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  次に、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 
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  本案に対する委員長の報告は、可決です。 

  本案を委員長報告のとおり決定することに賛成の方は、ご起立願います。 

  全員賛成と認めます。 

  よって、議案第７号は、委員長報告のとおり可決されました。 

  日程第１２、議案第８号「平成２９年度篠栗町水道事業会計補正予算（第３号）

について」を議題といたします。 

  本案も予算特別委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

  今長谷委員長。 

○予算特別委員長（今長谷 武和） 報告いたします。 

  議案第８号「平成２９年度篠栗町水道事業会計補正予算（第３号）について」 

  本議案は、既決の予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額に、人件費の

補正に伴い、収益的支出３４万８,０００円を追加し、収益的支出の予定額を５億

３５０万２,０００円とするものです。 

  なお、財源につきましては、繰越利益剰余金などで補填するものです。 

  当委員会において、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり可決いたしておりま

す。 

  以上、報告を終わります。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  次に、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は、可決です。 

  本案を委員長報告のとおり決定することに賛成の方は、ご起立願います。 

  全員賛成と認めます。 

  よって、議案第８号は、委員長報告のとおり可決されました。 

  以上をもちまして、本臨時会の日程は全て終了いたしました。 

  本日の会議を閉じます。 

閉会 午後０時３０分 
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